




第2 控訴の趣旨

1 原判決の主文第1項の理由のうち、湯河原町会議規則（以下「会議規則」と

いう。）第9 2条第1項が湯河原町情報公開条例（以下「情報公開条例」とい

う。） 第5条第7号の「法令等」に当たらず、 会議規則の規定を理由として、

5 湯河原町町税等徴収対策強化特別委員会の秘密会議事録に記載された情報

（以下「本件情報Jという。）が非公開情報に該当するということはできない

との判断を取消し、 判決理由中において、 会謙規則第9 2条第1項は公開条

例第5条第7号の「法令等」に当たり、 本件情報は会議規則が定める非公開

情報に該当するとの判断、 及び、

10 2 訴訟費用は、 第一、 二審を通じ、 被控訴人の負担とする

との判決を求める。

第3 控訴の理由

1 原判決は、湯河原町議会の令和3年2月2 6日付け行政文書非公開決定(2

15 湯議第2 0 9号の2。 以下「本件処分」という。）について、（1)本件処分

に係る理由の説明が不十分であったこと、 及び、（2)秘密会の議事は公表し

ないことを定めた会議規則第9 2条第1項は情報公開条例第5条第7号の

「法令等」に当たらず、 会議規則の規定を理由として、 本件情報が非公開情

報に該当するということはできないこと、 の2つの違法事由を挙げて、 本件

20 処分は取消しを免れないと判断した。

2 しかし、 湯河原町議会の制定者意思からすれば、 会議規則第92条第1項

が情報公開条例第5条第7号の「法令等」に該当することは明らかであるか

ら、 原判決の上記(2)の判断は、 本件条例第5条第7号の「法令等」の解

釈及び道用を誤った違法がある。

25 3 原判決の上記(2)の判断は、 行政事件訴訟法第33条第1項の規定によ

り、 本件処分について湯河原町議会を拘束力するので、 この拘束力を排除す



るため、 本件控訴を提起した。

4 控訴理由の詳細は追って提出する。

5 添付書類

1 訴訟委任状 1通

以上




